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国
民
年
金
保
険
料
は
前
納（
ま
と
め
て
前
払
い
）が
お
得
！�

問
市
民
課（
市
役
所
１
階
）☎
88
‐
8
1
0
2 

　
国
民
年
金
保
険
料
は
前
納
（
ま
と
め
て

前
払
い
）
す
る
こ
と
に
よ
り
割
引
さ
れ
ま

す
。

前 

納
方
法
▼
口
座
振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
、
現
金

※�

口
座
振
替
で
の
前
納
は
割
引
額
が
高

く
更
に
お
得
で
す

※�

令
和
7
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
と

そ
れ
ぞ
れ
の
割
引
額
に
つ
い
て
は
、
日

本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
（
２
月
下
旬
ご
ろ
告
示
予

定
）

申 

込
締
切
▼
2
年
分
・
1
年
分
・
6
か

月
上
期
分
（
4
～
9
月
分
）
前
納
の
申

込
み
は
2
月
28
日
㈮
必
着

申 

込
方
法
▼
【
口
座
振
替
の
場
合
】
口
座

振
替
納
付
（
変
更
）
申
出
書
に
必
要
事

項
を
記
入
・
押
印
（
金
融
機
関
の
届
出

印
）の
う
え
、
ご
提
出
く
だ
さ
い【
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
場
合
】
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
納
付
（
変
更
）
申
出
書
を
ご
提

出
く
だ
さ
い
【
現
金
の
場
合
】
福
井
年

金
事
務
所
へ
お
申
し
出
い
た
だ
い
て
、

手
続
き
が
終
わ
り
ま
す
と
納
付
書
が

届
き
ま
す

提 

出
先
▼
市
民
課
、
福
井
年
金
事
務
所

※�

申
込
書
は
各
提
出
先
お
よ
び
各
金
融

機
関
に
あ
り
ま
す

前
納
制
度
利
用
者
で
4
月
か
ら

厚
生
年
金
に
ご
加
入
予
定
の
方
へ

　

以
前
か
ら
前
納
制
度
を
利
用
し
て
い

る
方
で
、
4
月
か
ら
就
職
な
ど
に
よ
り
厚

生
年
金
へ
の
加
入
を
予
定
さ
れ
て
い
る

場
合
、
引
き
続
き
令
和
7
年
度
分
の
保

険
料
が
4
月
末
日
に
引
落
し
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
還
付
金
と
し
て
返
還
さ
れ

ま
す
が
、
事
前
に
辞
退
申
出
書
を
提
出

す
る
こ
と
で
引
き
落
と
し
を
止
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

申
請
期
間
▼
3
月
下
旬
ま
で

提 

出
先
▼
市
民
課
、
福
井
年
金
事
務
所

※�

申
請
に
は
通
帳
と
金
融
機
関
の
届
出

印
が
必
要
で
す
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令
和
6
年
度
住
民
税
非
課
税
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

�

問
福
祉
課（
す
こ
や
か
）☎
87
‐
0
7
7
7 

　

価
格
高
騰
に
よ
る
影
響
が
大
き
い
住

民
税
非
課
税
世
帯
に
対
し
、
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。

給
付
額
▼
1
世
帯
当
た
り
3
万
円

対 　

象
▼
令
和
6
年
12
月
13
日
時
点
で

勝
山
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯

全
員
の
令
和
6
年
度
住
民
税
が
非
課

税
で
あ
る
世
帯

※�

次
の
い
ず
れ
か
の
世
帯
は
、
支
給
対
象

外
・�

住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶
養

親
族
等
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
世

帯
・�

租
税
条
約
に
よ
り
住
民
税
が
免
除
さ
れ

て
い
る
外
国
人
が
い
る
世
帯

・�

他
自
治
体
か
ら
既
に
同
一
の
給
付
を
受

け
た
世
帯

　

対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
、
市
役

所
か
ら
支
給
通
知
ま
た
は
申
請
書
を
２

月
5
日
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
要
件
な
ど
を
確
認
し
、
同
封
さ
れ
て
い

る
書
類
の
提
出
が
必
要
な
場
合
は
、
福

祉
課
ま
で
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

締
3
月
31
日
㈪

子
ど
も
加
算

　

上
記
の
給
付
金
の
対
象
と
な
る
世
帯

の
う
ち
、
次
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
場

合
は
加
算
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
児
童
▼

・�

令
和
6
年
12
月
13
日
時
点
で
、
世
帯
主

と
同
一
世
帯
で
あ
る
18
歳
以
下
の
児
童

（
平
成
18
年
4
月
2
日
生
ま
れ
以
降
の

児
童
）

・�

令
和
6
年
12
月
14
日
か
ら
令
和
7
年
3

月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

加
算
の
金
額
▼

�

児
童
1
人
当
た
り
2
万
円

マイナンバーカード（本体）の有効期限

電子証明書の有効期限

更新が必要な方には「有効期限通知書」が届きます。
忘れずに更新をお願いします。

マイナンバーカードの暗証番号を忘れたり、ロックされてしまったら…

「コンビニで初期化・再設定」
【手順】
１．�スマートフォン専用アプリ（JPKI暗証番号
リセット）で事前予約を行う。

２．�事前予約完了後24時間以内にコンビニのキ
オスク端末で初期化・再設定を行う。

※�署名用または利用者証明用のパスワードのどちら
か一方を把握していれば、スマートフォンアプリ
とコンビニのキオスク端末でもう片方のパスワー
ドの初期化（ロック解除）・再設定ができます

電子証明書の更新
①来庁予約

②市役所窓口で手続き
�　窓口でお持ちのマイナ
ンバーカードに新しい電
子証明書を書き込みます
　持ち物▶マイナンバーカード
　　　　　電子証明書の暗証番号
　　　　　（数字４桁・英数字6～ 16桁）

※�ご本人以外の方が手続きする場合
は、有効期限通知書に同封されてい
るパンフレットをご確認いただく
か、市民課へお問合せください

必ずチェック！

マイナンバーカードの更新
①　スマホやパソコンから申請
②　�約1か月後、市役所から「マイナンバーカー
ドの交付について（お知らせ）」を送付

③　来庁予約

④　市役所窓口で
　　手続き
　　持ち物▶マイナンバーカード
　　　　　　必要書類

※�ご本人以外の方が手続きする場
合は、市民課へお問合せくださ
い

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド ・ 電 子 証 明 書 に は
有 効 期 限 が あ り ま す ！

更 新 の 手 続 き を 忘 れ ず に お 願 い し ま す
有効期限が過ぎた場合には、マイナンバーカードを本人
確認書類として使えなくなるほか、e-Taxなどの電子申請
やコンビニ交付・マイナ保険証などにも使えなくなりま
す。 問 市民課 ☎88－8102

予約
・予約サイト

・市民課�
　☎88-8102

平日…予約した方を優先します
延長窓口（火曜日）・休日窓口…完全予約です

更新の際は予約をお願いします。

予約
・予約サイト

・市民課�
　☎88-8102

詳細はこちら
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